
「独占禁止法第１１条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可

についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第１１条の規定によ

る認可についての考え方」の改定について 

 

令和４年１１月１日 

 公 正 取 引 委 員 会 

 

今般、公正取引委員会は、保険会社による事業再生会社の議決権保有等に係

る認可に関して、「独占禁止法第１１条の規定による銀行又は保険会社の議決

権の保有等の認可についての考え方」（以下「１１条ガイドライン」といいま

す。）及び「債務の株式化に係る独占禁止法第１１条の規定による認可につい

ての考え方」（以下「債務の株式化ガイドライン」といいます。）を改定する

こととし、その改定案を令和４年９月１５日に公表し、同年１０月１４日を期

限として、関係各方面から広く意見を募集したところです。 

今回の意見募集では、改定案に対して２件の意見が提出されました（注）。 

公正取引委員会は、提出された意見を慎重に検討した結果、本日、１１条ガ

イドラインを別紙１、債務の株式化ガイドラインを別紙２のとおり改定するこ

ととしました。 

提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙３

のとおりであり、提出された意見については、公正取引委員会事務総局経済

取引局企業結合課において閲覧に供します。 

なお、上記改定のほか、今回追加される保険会社に関する規定に合わせた

用語の整理、項番号の修正等の形式的な変更を行いましたが、これらは行政

手続法第３９条第４項第８号に該当することから、意見募集は行いませんで

した。 

 

（注）このほか、改定案の内容には関係しない意見が１件ありました。 

 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

電話 ０３－３５８１－３７１９（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp 

https://www.jftc.go.jp

